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君津環境整備センター第Ⅳ期増設事業に係る環境影響評価方法書 

委員から寄せられた質疑･意見に対する事業者の見解 

 

令和7年4月18日委員会資料 

新井総合施設株式会社 

No. 
関連 

ページ 
項目 細目 質疑・意見の概要 事業者の見解 

1 2-17 2-3対象事

業の内容 

3.埋立計画 

(6)埋立作業 

ア．土堰堤 

（2月21日現地調査での質疑・意見） 

埋立地について、埋立終了後は永久的に残置

されるものと思われるが、浸食による影響は考

慮しないのか。また、埋立地法面を切土法面の

ようにコンクリート構造物による補強はできな

いのか。 

（3月12日委員会での回答） 

埋立地は、埋立終了後は造成森林とすることで森林法の許可を

受けていることから、埋立地法面をコンクリート構造物で補強す

ることは出来ません。 

 

（3月12日委員会後の追加回答） 

土堰堤は築堤後速やかに植栽シートを貼り、埋立終了後、植樹

することにより浸食防止に努めます。 

2 2-17 2-3対象事

業の内容 

3.埋立計画 

(6)埋立作業 

イ．覆土 

（2月21日現地調査での質疑・意見） 

中間覆土に汚染土壌を使用するとのことだ

が、どのような汚染物質が含まれているのか。 

（3月12日委員会での回答） 

クロロエチレンなどの揮発性有機化合物、カドミウム及びその

化合物などの重金属等及びシマジンなどの農薬等の有害物質を含

みますが、土壌汚染対策法に定める第二溶出基準を満たすもので

す。 

3 2-24 2-3対象事

業の内容 

4.施設計画 

(3)遮水工 

イ．遮水構造 

（2月21日現地調査での質疑・意見） 

法面遮水構造に関して、法面の角度は何度な

のか。 

（3月12日委員会での回答） 

第Ⅲ期事業における埋立地内の切土部勾配は1:1.0及び1:1.5で施

工しました。また、盛土部は1:1.5で施工しました。第Ⅳ期埋立地

も同様に検討いたします。 
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No. 
関連 

ページ 
項目 細目 質疑・意見の概要 事業者の見解 

4 2-24 2-3対象事

業の内容 

4.施設計画 

(3)遮水工 

イ．遮水構造 

（2月21日現地調査での質疑・意見） 

がけ崩れと地すべりの境は30度であり、本件

の法面の角度（1:1.5=30度以上）は地すべりを

起こす可能性のある形状である。底面遮水工に

記載のあるベントナイト改良層のベントナイト

の配合割合（混合率）はどの程度か。 

（2月21日現地調査での回答） 

施工管理者に確認しないと正確な配合割合が分からないので、

後日回答いたします。 

 

（3月12日委員会での回答） 

第Ⅲ期増設事業では、必要な透水係数10-8m/sを満たすため、現

地の土砂を用いて室内試験により混合率を決定しました。このた

め、Ⅲ-２埋立地底部では、混合率９％としました。第Ⅳ期埋立地

も同様に混合率を決定します。 

5 2-24 2-3対象事

業の内容 

4.施設計画 

(3)遮水工 

イ．遮水構造 

（2月21日現地調査での質疑・意見） 

遮水構造の断面的な構造は理解できるが、法

尻部分の底面構造等、平面的な構造について教

えてほしい。 

（2月21日現地調査での回答） 

言葉では説明が難しいので、後日、第Ⅲ期増設事業での施工時

の写真若しくは映像を用意し、視覚的に説明できればと考えてお

ります。 

 

（3月12日委員会での回答） 

遮水シートは現地において出来る限り平面的に溶着します。シ

ートの溶着部分が法尻に当たらないよう施工しました。（別添1

「写真」参照） 
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No. 
関連 

ページ 
項目 細目 質疑・意見の概要 事業者の見解 

6 2-24 2-3対象事

業の内容 

4.施設計画 

(3)遮水工 

イ．遮水構造 

（2月21日現地調査での質疑・意見） 

処分場は永久にこの場所に残るが、埋立後は

100年、1000年そのままである。その場合の遮水

シートの耐久年数が懸念される。 

一般的に遮水シートの耐久年数は15年程度か

と思われるが、地下に埋設することで、太陽光

による劣化を防ぐということか。 

また、インターネットで検索するだけでも遮

水シートの事故は散見され、施工からおおよそ

15年～20年経過時の事故が多くを占める。今後

は、事故が起きることを想定しながら、事業を

行っていく必要があり、そのためには、地下水

のあり方を理解していかなくてはならないと考

える。 

（2月21日現地調査での回答） 

遮水シートについて、第Ⅲ期で起用した三ツ星ベルトというメ

ーカーの耐久年数は50年以上であると聞いています。遮水シート

の劣化は紫外線の影響が大きいとされており、沖縄で暴露試験を

実施したと聞いています。 

また、紫外線を受けないように遮光マット等で被覆しておりま

す。耐久年数50年の根拠については、Ⅲ期事業の際に調べました

ので、次回説明いたします。 

 

（3月12日委員会での回答） 

当社が採用している遮水シートは、三ツ星ベルト株式会社が製

造しているLLDPE系遮水シートを採用しています。 

遮水シートの耐久年数50年については、メーカーである三ツ星

ベルト株式会社から根拠となる書面をもらっています。（別添2

「LLDPF系遮水シートの耐久性について」三ツ星ベルト株式会社及

び「遮水シートの耐久性について」日本遮水工協会 参照） 
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No. 
関連 

ページ 
項目 細目 質疑・意見の概要 事業者の見解 

7 2-24 2-3対象事

業の内容 

4.施設計画 

(3)遮水工 

イ．遮水構造 

（3月12日委員会での質疑・意見） 

現地調査の際に、遮水シートの耐用年数につ

いて質問した。今回配布された資料を見て、現

状における最高レベルの施工がされるのだろう

と思うが、遮水シートの耐用年数は50年という

ことで、地下水の保全について考えると、時間

スケールは百年、千年、場合によっては万年に

なる。地下水保全の観点から、時間スケールに

よる違いをどのように考えるべきか。約10年前

に水循環基本法が制定され、その後、水循環基

本計画が作られた。行政では重要な地下水盆、

帯水層に対しては、地下水協議会を結成し、き

ちんと管理することが推奨されている。当該地

域は周知のとおり、自噴井戸が多くの人に利用

されている。また、2018年9月に発生した台風15

号により、千葉県は非常に大きな被害を受けた

が、久留里地域では行政からの給水支援を他地

域に斡旋できるほど災害用水としての価値も示

している。そういったことを考慮しながら今後

のありかたを考えてほしい。 

（3月12日委員会での回答） 

埋め立てた廃棄物は長期間、この土地に残ることになるので、

周辺環境に与える影響を小さくしていくためには、廃棄物の分解

が促進できるような構造を維持していくのが重要であると考えて

います。 

 

（3月12日委員会後の追加回答） 

地下水モニタリング井戸は保有水の漏水を検知するためのツー

ルであると考えており、数百年、数千年といった長期間のモニタ

リングは難しいが、関係法令（廃棄物の処理及び清掃に関する法

律、千葉県廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する指導要

綱、土壌汚染対策法）の廃止基準を満たすまでは浸出水を水処理

して放流するとともに、地下水のモニタリングについても実施し

ます。 
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No. 
関連 

ページ 
項目 細目 質疑・意見の概要 事業者の見解 

8 2-26 2-3対象事

業の内容 

4.施設計画 

(3)遮水工 

ウ．保有水の

漏水を検知す

る方法及び検

知した場合の

対策 

（2月21日現地調査での質疑・意見） 

保有水の漏水を実際に検知した場合、どうい

った対策を講じるのか。例えば、漏水箇所が地

下10ｍの場所であった場合、復旧対応は可能で

あるのか。 

（2月21日現地調査での回答） 

説明できる書類が手元にないため、後日、漏水検知システムで

検知した場合の対応、地下水ピットで検知した場合の対応、モニ

タリング井戸で検知した場合の対応について説明いたします。 

 

（3月12日委員会での回答） 

保有水の漏水を検知する方法は、遮水工の漏水検知システムに

よる保有水漏洩を防ぐためのモニタリング、地下水集水ピット

（地下水集排水管）における地下水の水質チェック、地下水モニ

タリング井戸における地下水の水質チェックの3つの方法で対応し

ております。 

遮水工の漏水検知システムは、底面部及び法面部遮水工の破損

により水処理前の保有水が処分場外へ漏洩することを防ぐため

に、遮水シートが破損した段階で保有水の漏水を検知するととも

に、万が一、地下水集水ピット又はモニタリング井戸の地下水の

水質チェックで異常が認められた場合にも、遮水工の破損の有無

を確認し或いは破損箇所を特定するためのシステムです。なお、

遮水工の漏水検知システム自体は法令上その設置が義務づけられ

ているものではなく、安全対策強化のために、採用しているもの

です。 

遮水工の漏水検知システムによって漏水が確認された場合に

は、漏水箇所、すなわち遮水シートの破損個所を特定して廃棄物

を掘り起こし、破損の状況に応じて破損箇所を修復します。 

例えば、遮水工の異常により、漏水が地下10ｍの場所で起こっ

た場合の復旧対応ですが、ライナープレート工法等により廃棄物

を排除後に遮水シートを補修します。（別添3「処分場に万一事故

があればどう対処するのか」参照） 
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No. 
関連 

ページ 
項目 細目 質疑・意見の概要 事業者の見解 

9 2-32 2-3対象事

業の内容 

図 2-3-6.11 浸

出水処理の基

本フロー 

（3月12日委員会での質疑・意見） 

排水処理のフローに活性炭吸着設備があり、

定期的に交換していると思われるが、ダイオキ

シン等が含まれていると思われるため、処理方

法を教えてほしい。 

ダイオキシン類等が含まれていても再生利用

ができるのか。 

（3月12日委員会での回答） 

活性炭のメーカーが定期的に交換しており、使用済みの活性炭

についてはメーカーから一部再生利用していると伺っています。

事業所内に使用済みの活性炭を保管するといったことはありませ

ん。 

10 3-7 

3-22 

3-1-2 大 気

質の状況 

3-1-4 水 質

の状況 

表3-1-2.4大気

質の状況（光

化学オキシダ

ント） 

表 3-1-4.1(2)

水質の状況 

（3月12日委員会での質疑・意見） 

地域の概況で光化学オキシダント、BOD、SS、

大腸菌数が基準を超過しているが本施設の影響

なのか。今後、施設が増設されたときにこの影

響はどうなっていくのか。 

（3月12日委員会での回答） 

光化学オキシダントは千葉県内で基準を満たしている場所はな

いので、本事業の影響と言うよりは、工場や自動車排ガス（窒素

酸化物）の広域的な影響と考えています。また、水質の、BOD、

SS、大腸菌については、処分場からの影響はゼロであるとは言え

ないが、排水基準を満足した排水を放流していることや、Ⅲ期の

予測結果より当該処分場の影響ではないと考えています。 

 

（3月12日委員会後の追加回答） 

水質については施設が増設された際の影響について準備書で予

測を行いますが、光化学オキシダントについては予測項目に含ま

れておりません。 

11 5-4 5-1-2 環 境

影響評価項

目の選定 

表5-1-2.2環境

影響評価項目

の選定結果 

（3月12日委員会での質疑・意見） 

環境影響評価項目の選定について、施工時と

供用時に粉じんが入っているが、未舗装道路を

通行する影響を考えているのか。 

（3月12日委員会での回答） 

粉じんについては、施工時に未舗装道路の通行と切土・盛土に

よる影響があり、供用時に未舗装道路の通行と廃棄物の埋立によ

る影響があると考えられることから、予測の対象とする予定で

す。 

12 5-12 5-2-1 大 気

質 

エ．調査の基

本的な手法 

(イ)気象の状

況 

（3月12日委員会での質疑・意見） 

大気質について、調査地域周辺は複雑な地形

をしているが、気象の調査は坂畑観測所のデー

タのみで検討するのか。 

（3月12日委員会での回答） 

坂畑観測所の気象データについて異常年検定を実施し、予測に

使用します。 

坂畑観測所のデータはⅢ期の評価書でも使われています。ま

た、事業区域内で観測している気象データと比較し、特異的なデ

ータがないか確認する予定です。 
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No. 
関連 

ページ 
項目 細目 質疑・意見の概要 事業者の見解 

13 5-18 5-2-1 大 気

質 

図5-2-1.4降下

ばいじん量調

査地域・調査

地点位置図 

（3月12日委員会での質疑・意見） 

未舗装道路は運搬時に必ず通過するのか。 

（3月12日委員会での回答） 

対象事業実施区域から見て南側のルートを通行する際に通過しま

す。 

14 5-20 5-2-1 大 気

質 

(2)予測の手法 

エ．予測対象

時期等 

（3月12日委員会での質疑・意見） 

未舗装区間を走行する車両台数は、Ⅲ期事業

の通行実績を考慮するのか。 

（3月12日委員会での回答） 

Ⅲ期の通行実績を勘案して予測・評価を行います。 

15 5-20 5-2-1 大 気

質 

(2)予測の手法 

ウ．予測の基

本的な手法 

（3月12日委員会での質疑・意見） 

埋立て行為そのものによる粉じんの影響の予

測手法を教えてほしい。 

（3月12日委員会での回答） 

建設機械の稼働による粉じんの影響と埋立機械の稼働による粉じ

んの影響の予測手法は同じであり、掘削及び埋立の範囲を設定し、

道路環境影響評価の技術手法に則り予測を行います。 

16 5-40 5-2-4 水 文

環境 

(1)調査の手法 （2月21日現地調査での質疑・意見） 

以前は、帯水層の下層に泥層（不透水層）が

あるから地下水の移動はないとされていたが、

今の地下水学では泥層であっても上下の水頭差

が非常に大きくなることから、水は流れるとさ

れており、下層の地下水に影響があると考えら

れている。 

そういった地下水のあり方をモニタリングで

きるような調査を企画し、将来に渡り安定が保

たれるような対策を準備書で提案してほしい。 

（2月21日現地調査での回答） 

承知いたしました。 
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No. 
関連 

ページ 
項目 細目 質疑・意見の概要 事業者の見解 

17 5-40 5-2-4 水 文

環境 

エ．調査の基

本的な手法 

(イ)地下水流

動系の状況 

1.工事の実施

及び施設の存

在等による水

文環境 

(1)調査の手法 

ア．調査すべ

き情報 

（2月21日現地調査での質疑・意見） 

方法書には地下水の流動系の状況を調べると

書 い て あ る が 、 こ れ は 地 下 水 流 動 系

（Groundwater Flow System）という意味で良い

か。 

（2月21日現地調査での回答） 

今のところは、基本的にGroundwater Flow Systemで考えており、

監視（予測）地点は中間的流動系を考慮することとしています。 

表層地質の踏査、場内ボーリングを行い、地下の構造を把握し、

適切な位置で水文地質構造を把握します。 

 

（3月12日委員会での回答） 

予測地点は福野簡易水道水源井戸とします。 

なお、中間的・広域的な観点については、第Ⅲ期で使用した既存

資料のほか、養老川での研究報告事例などの資料を収集・整理する

計画とします。 

18 5-40 5-2-4 水 文

環境 

エ．調査の基本

的な手法 

(イ)地下水流動

系の状況 

（3月12日委員会での質疑・意見） 

地下水流動系（Groundwater Flow System）の

概念に基づいて現状把握をした方が良いと意見

したが、地下水流動系にはスケールがあり、ミ

クロからグローバルなスケールまである。地域

的な地下水流動系は小さな流動系と繋がってお

り、当該地域では、梅ヶ瀬層との繋がりがある

可能性がある。原子力機構が20年前くらいに提

出した報告において、養老川流域で地下水の14C

の年代測定を実施している。古いものでは、2万

年以上の年代が得られている。資料によると、

梅ヶ瀬層や万田野層の地層には、モダンと呼ば

れる14Cでは年代測定ができない新しい地下水が

入っていることが分かっている。梅ヶ瀬層とい

う帯水層の地下水流動系における位置付けが今

後、何らかの事象が起きた際に、地下水保全を

予測する上で重要な観点になると思われる。こ

のため、上総層群（特に梅ヶ瀬層）の地下水流

動を把握するといった観点で調査を行っていた

だきたい。 

（3月12日委員会での回答） 

地下水流動系が重要であると考えております。調査については中

間的・局所的な観点で実施する計画です。 

 

（3月12日委員会後の追加回答） 

「地形及び地質等」の現地踏査、地質ボーリング調査は、方法書

5-42の図5-2-4.2、5-69の図5-2-8.1に示した調査地域及び調査地点

とします。その調査結果より、地質平面図及び地層想定断面図を作

成するほか、新設する処分場の第１帯水層を対象とした観測井戸の

地下水位による地下水位分布及び流向を把握します。 

その他、第Ⅲ期で使用した既存資料のほか、養老川での研究報告

事例などの資料を収集・整理し、水文地質構造を把握します。ま

た、計画地の北側約1kmに位置している福野集落において、地下水利

用地点における地下水質に関する資料を収集・整理します。 

以上により、梅ヶ瀬層の地下水流動に関する知見についても情報

を収集・整理し、環境保全措置を検討する際に参考とします。 
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No. 
関連 

ページ 
項目 細目 質疑・意見の概要 事業者の見解 

19 3-69 3-1-8悪臭

の状況 

1.苦情の状況 （3月12日委員会での質疑・意見） 

遊歩道を通行する人から悪臭の苦情はあるか。 

 

（委員会後の追加質疑・意見） 

どのような臭気に関する苦情だったのか。 

（3月12日委員会での回答） 

地元住民から時々、ちょっと臭うという話は頂いている。なお、

遊歩道を含めた近隣の道路は、職員が歩きながら臭気測定器を使っ

て悪臭の状況を確認し、細心の注意を払いながら埋め立てを行って

おります。 

 

（委員会後の追加質疑・意見に対する回答） 

苦情は「異臭がする」や「臭い」との表現で、悪臭の種類に直接

関するものではありませんでした。 

なお、第Ⅳ期増設事業における計画段階の保全措置として以下の

対応を計画しております。 

・埋立施設は有機物等の分解が促進される準好気性埋立構造を採用す

る。 

・埋立層内で発生するガスや悪臭物質は、ガス抜き管により速やかに

大気中に放出する。 

・臭気濃度、発生ガス濃度を調査し、監視する。 

・必要に応じて即日覆土を行う。 

・洗車設備は常に清掃、洗浄し、清潔に保つ。 

・廃棄物搬入車両は、排出現場を出る前に積載物の落下飛散・流水滴

下がないよう、シートがしっかり掛かっているか、必ず確認する。 

・洗車設備により廃棄物搬入車両のタイヤ及び荷台等を必要に応じ洗

浄する。 

20 5-66 5-2-7悪臭 (2)予測の手法 

ウ．予測の基

本的な手法 

（3月12日委員会での質疑・意見） 

悪臭について、埋立地内の調査結果とガス抜

き管の文献調査結果より予測するとのことだ

が、その両方を使って予測するということでよ

いか。 

Ⅳ期の埋め立てが始まった時点でⅢ期も供用

している計画になっているが、その2つの重なっ

た影響も予測ができるのか。 

（3月12日委員会での回答） 

定量的な予測はせず、発生源における調査結果と風向きを考慮し

た上で敷地境界での濃度を把握し、定性的な予測を行います。 

今後、既存施設の影響とⅣ期処分場の影響の重ね合わせを検討

し、当該処分場全体からの影響を予測します。 

 



10  

 

No. 
関連 

ページ 
項目 細目 質疑・意見の概要 事業者の見解 

21 5-76 5-2-10植物 図 5-2-10.1 植

物調査地域・

主要な踏査ル

ート位置図 

（3月12日委員会での質疑・意見） 

既に移植された種は何か、また、活着してい

るか。 

（3月12日委員会での回答） 

移植した種は、エビネ、ナツエビネ、コクラン、クマガイソウ、

シラコスゲ、ツクシショウジョウバカマ、キンラン、ギンラン、ミ

ヤマフユイチゴ、バイカウツギ、エビガライチゴ等です。活着の状

況は概ね良好であり、大雨の際などに一部移植地において移植個体

が流される等の事態がありましたが、追加の保全対策として移植地

を増設するなどして保全に励みました。 

 

（3月12日委員会後の追加回答） 

重要な植物の移植は計17種実施しました。 

移植した植物の令和6年秋における生育状況は、ナツエビネ、ミゾ

ホオズキ、シラコスゲ、クマガイソウ、キンラン、エビネ、コクラ

ン、ツクシショウジョウバカマ、バイカウツギ、エビガライチゴ、

シタキソウの11種が現存しております（別添4「移植した重要な植物

の生育状況」参照）。 

22 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-37 

 

5-76 

2-3対象事

業の内容 

 

5-2-10植物 

7.環境保全計

画 

(1)環境保全上

の配慮事項 

オ．自然環境

の保全 

 

図 5-2-10.1 植

物調査地域・

主要な踏査ル

ート位置図 

（3月12日委員会での質疑・意見） 

現地調査の際に、敷地内の緑地の生育状況が

悪く、管理が適切でないと感じた。緑地や移植

地の管理はどうしているのか。 

また、移植地の活着率はどの程度か。 

（3月12日委員会での回答） 

緑地に関して、過去に緑化を試みた際、野生動物の食害により消

失した個体が多かったため、周囲をネットで覆う対策を講じまし

た。食害による被害は減少したものの、移植後、適切な維持管理が

行われておらず、ほとんどの個体が枯死している状況です。本件に

ついては、追加の植栽及び今後の維持管理内容について検討してい

ます。 

移植地の管理については、事後調査と並行して年4回（春、夏、

秋、冬）実施しています。 

活着率について、この場で詳細な説明はできませんが、完全に消

失した個体は少ないと考えております。また、エビネなど、移植に

より株数を増やした個体もあります。 
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No. 
関連 

ページ 
項目 細目 質疑・意見の概要 事業者の見解 

 

22 

(2) 

 

（3月12日委員会後の追加回答） 

緑地のうち造成森林については、周辺の樹林との調和を図るた

め、植栽樹木は改変区域に生育する樹木（幼木、中・低木）や根株

を工事着工前に可能な限り採取して、造成森林用地に仮移植し、用

地造成後に本移植を行う計画としています。また、現地の生育個体

から得られた種子から育成した苗木の植栽や播種を行う計画として

います。 

移植地での重要な植物の管理については、移植個体の数や生育状

況の記録、必要に応じて移植地の管理を年3回（春、夏、秋）実施

し、冬には動物の調査員が移植地の状況（倒木等によるネットの破

損や崩落等）確認に努めており、今回も同様の計画としています。 

移植種の現存率については、別添4「移植した重要な植物の生育状

況」のとおりです。 

なお、既存の移植地の大部分が第Ⅳ期の改変範囲に位置していま

す。このため、第Ⅳ期増設事業における計画段階の保全措置とし

て、改変範囲に生育する重要種の移植に加え、既存の移植地に生育

する移植種についても再移植の実施を検討しています。 

23 5-111 5-2-14景観 ウ．調査地点

等 

（3月12日委員会での質疑・意見） 

当該地域はハイキングコースとして使われてい

る。神社の鳥居の下付近にベンチがあり、景観

を眺めながら休む地点であると思われるので、

一般的に眺望点として使われている地点につい

ても確認して欲しい。 

（3月12日委員会での回答） 

現地調査時に確認します。 

24 5-111 5-2-14景観 エ．調査の基

本的な手法 

(ア)主要な眺

望点及び眺望

景観の状況 

（3月12日委員会での質疑・意見） 

景観の踏査ルートに養老川自然歩道と林道大

福山線があるが、ルート上の調査地点をどのよ

うに今後選定されるのか。 

（3月12日委員会での回答） 

実際にルートを歩き、事業区域の見え方を確認しながら調査地点

（主要な眺望点）を決める予定です。 
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No. 
関連 

ページ 
項目 細目 質疑・意見の概要 事業者の見解 

25 5-112 5-2-14景観 図 5-2-14.1 景

観調査地域・

調査地点・踏

査ルート位置

図 

（3月12日委員会での質疑・意見） 

事業区域が見える地点すべてが予測地点とな

るのか。 

（3月12日委員会での回答） 

事業区域が見える地点から主要な眺望点を設定し、予測評価を行

います。 

26 該当な

し 

第Ⅰ期事業

について 

 （2月21日現地調査での質疑・意見） 

第Ⅰ埋立地で過去に、地下水観測井戸で塩素

イオンが出たとのことだが、もともとどのよう

な化合物に含まれていたものか確認は行わない

のか。 

（2月21日現地調査での回答） 

検出された塩化物イオンの起源は、埋立物に含まれる焼却灰中の

塩由来であると考えています。その場合、化合物としてではなく、

Cl-として水中に遊離し、移動していると思われます。また、モニタ

リング井戸における分析結果は、塩化物イオン濃度以外の問題はな

く、有害金属が出ているといったような事実もないため、現状では

塩化物イオン濃度が高いといった結果として受け止めています。 

27 該当な

し 

第Ⅰ期事業に

ついて 

 （3月12日委員会での質疑・意見） 

第Ⅰ期事業から現在までで、天然ガスの問題

はないのか。 

（3月12日委員会での回答） 

現在までの埋立・掘削作業等で、天然ガスによる問題は生じてお

りません。 

 



















移植した重要な植物の生育状況

地点数 株数 現存率
（％）

地点数 株数 現存率
（％）

地点数 株数 現存率
（％）

地点数 株数 現存率
（％）

地点数 株数 現存率
（％）

地点数 株数 現存率
（％）

地点数 株数 現存率
（％）

1 ミヤマフユイチゴ 平成31年度：1地点2株 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

2 アケボノソウ 平成30年度：1地点3株 1 3 100 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

3 ナツエビネ
平成31年度：1地点7株
令和5年度：1地点2株

1 7 100 1 6 86 1 8 100 1 8 100 2 8 89 2 8 89

4 ミゾホオズキ
平成30年度：1地点50株
平成31年度：追加130株
令和5年度：2地点100株

1 50 100 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 40 14 3 18 6

5 シラコスゲ 平成31年度：2地点26株 2 7 27 2 7 27 2 7 27 2 7 27 2 15 58 2 14 54

6 クマガイソウ
平成31年度：2地点6株
令和5年度：2地点94株

2 0 0 2 1 17 2 0 0 2 1 17 4 33 33 4 35 35

7 ミヤマキケマン 平成31年度：1地点1株 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

8 ギンラン 平成31年度：2地点3株 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0

9 キンラン 平成31年度：1地点1株 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 1 100 1 0 0 1 1 100

10 エビネ
平成30年度：1地点53株
平成31年度：2地点72株
令和5年度：2地点47株

1 53 100 3 87 70 3 108 86 3 106 85 3 123 98 5 178 100 5 182 100

11 ジャケツイバラ 平成31年度：1地点1株 1 1 100 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

12 ミヤマウズラ
平成30年度：1地点14株
平成31年度：1地点8株
令和5年度：2地点5株

1 14 100 2 13 59 2 0 0 2 0 0 2 0 0 4 4 15 4 0 0

13 コクラン
平成30年度：1地点14株
平成31年度：1地点7株

1 14 100 2 12 57 2 11 52 2 14 67 2 11 52 2 5 24 2 3 14

14 ツクシショウジョウバカマ
平成30年度：1地点25株
令和2年度：3地点110株
令和5年度：2地点300株

1 25 100 1 14 56 4 86 64 4 35 26 4 22 16 6 183 42 6 181 42

15 バイカウツギ 令和5年度：1地点1株 1 1 100 1 1 100

16 エビガライチゴ 令和5年度：2地点3株 2 2 67 2 2 67

17 シタキソウ 令和5年度：1地点1株 1 1 100 1 1 100

注1）各年度における移植種の生育状況は及び現存率は、各年度に実施した調査の最終確認状況である。

注2）現存率は直近の移植実績を基に整理し、上限は100％とした。

No 移植種
令和5年度 令和6年度令和4年度

生育状況

移植実績
平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和3年度

k.htkm2
テキストボックス
別添4




